
第9期芽室町高齢者保健福祉計画

第9期芽室町介護保険事業計画

Ⅲ 令和5年度スケジュール（主なもの）Ⅰ 計画策定根拠

Ⅱ 進捗状況

① 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

② 在宅介護実態調査

法第20条の8（市町村老人福祉計画）

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による

事業との供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。

法第20条の8【第7項】

市町村老人福祉計画は、介護保険法第117条第1項に規定す

る市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなけ

ればならない。

法第116条（基本指針）

厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な確保

の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

的な指針を定めるものとする。

法第117条（市町村介護保険事業計画）

市町村は、基本指針に即して３年を１期とする当該市町村

が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計

画を定めるものとする。

５ 市町村は、日常生活圏域ごとにおける被保険者の心身状

況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上

で、これらの事情を勘案して介護保険事業計画を作成するよ

う努めるものとする。
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第9期芽室町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について

令和6年度
施行

10月（部会）

第9期計画素案審議

12月
まちづくり意見募集
(パブリックコメント)

7月（部会）

第9期計画基本目標審議

12月（部会）

第9期計画原案審議

2月（協議会）

第9期計画（案）答申

8月～12月
関係団体等意見交換

資料２

6月（協議会）

第9期計画諮問

５月
事業所ヒアリング


